
大和市契約規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和７年１２月２５日 

大和市長 古谷田  力 

 

大和市規則第６９号 

大和市契約規則の一部を改正する規則 

大和市契約規則（昭和５５年大和市規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

第１６条第１項ただし書中「１，３００，０００円」を「２，０００，０００円」に改める。 

第２８条中「とおり」を「各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額」に改め、同条第１号

中「１，３００，０００円」を「２，０００，０００円」に改め、同条第２号中「８００，０００

円」を「１，５００，０００円」に改め、同条第３号中「４００，０００円」を「８００，０００

円」に改め、同条第４号中「３００，０００円」を「５００，０００円」に改め、同条第６号中

「５００，０００円」を「１，０００，０００円」に改める。 

第３７条第２項第１号中「１，３００，０００円」を「第２８条各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める金額」に改める。 

第５５条第１項ただし書、第５６条ただし書、第６２条第１項ただし書及び第７７条中

「１，３００，０００円」を「２，０００，０００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 （準備行為） 

２ この規則による改正後の大和市契約規則（以下「新規則」という。）第２９条第１項の規定に

よる見積書の徴収その他新規則を施行するために必要な準備行為は、施行日前に行うことができ

る。 

 （大和市物品取扱規則の一部改正） 

３ 大和市物品取扱規則（昭和４１年大和市規則第３４号）の一部を次のように改正する。 

  第６条第３項第５号中「１００，０００円」を「１，５００，０００円」に改める。 

（大和市事務分掌規則の一部改正） 

４ 大和市事務分掌規則（昭和４８年大和市規則第２４号）の一部を次のように改正する。 

第４条総務部契約検査課第２号中「１，３００，０００円」を「２，０００，０００円」に

改め、同課第３号中「５００，０００円」を「１，０００，０００円」に改め、同課第４号中



「４００，０００円」を「８００，０００円」に改める。 


